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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】自動排水栓以外の通常の排水栓が設けられてい
る浴槽でも、異常の際に浴槽内の湯水を排水することが
できる排水システムを提供する。
【解決手段】排水システム１２は、浴槽１８の底部に形
成され、浴槽内の湯水を排水する排水口２２と、排水口
を塞ぐと共に浴槽の上部１８Ａ側から鎖２６で繋がれた
ゴム製の排水栓２４と、浴槽に設けられ排水口を塞ぐ位
置から排水口を開放する位置に排水栓を移動させる移動
装置３０と、浴槽内の入浴者が異常となり得る所定の入
浴状態を検出する生体情報センサと、生体情報センサに
より所定の入浴状態が検出されたときに移動装置を作動
させる制御ユニット５４と、を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　浴槽の底部に形成され、前記浴槽内の湯水を排水する排水口と、
　前記排水口を塞ぐと共に、前記浴槽の上部側から長尺状の接続部材で繋がれたゴム製の
排水栓と、
　前記浴槽に設けられ、前記排水口を塞ぐ位置から前記排水口を開放する位置に前記排水
栓を移動させる移動手段と、
　前記浴槽内の入浴者が異常となり得る所定の入浴状態を検出する入浴状態検出手段と、
　前記入浴状態検出手段により前記所定の入浴状態が検出されたときに、前記移動手段を
作動させ、前記排水口を開放する位置に前記排水栓を移動させる制御部と、
　を有する排水システム。
【請求項２】
　前記移動手段は、
　前記浴槽の上部側に設けられ、前記接続部材を引っ張り、前記排水口を塞ぐ位置から前
記排水口を開放する位置に前記排水栓を移動させるレバーと、
　前記接続部材を引っ張る方向に前記レバーを移動させる駆動部と、
　を有する請求項１に記載の排水システム。
【請求項３】
　前記移動手段は、
　前記浴槽の上部側に設けられ、前記接続部材が巻き取られる巻取部と、
　前記巻取部を巻き取り方向に回転させる駆動部と、
　を有する請求項１に記載の排水システム。
【請求項４】
　前記移動手段は、
　前記浴槽の前記排水口よりも上下方向下側に設けられ、上下方向上側に移動して前記排
水栓を前記排水口から押し上げるロッドと、
　前記ロッドを上下方向上側に移動させる駆動部と、
　を有する請求項１に記載の排水システム。
【請求項５】
　前記入浴状態検出手段は、前記浴槽内の入浴者の心拍数を検出する心拍数検出手段、入
浴者の位置を検出する人体検出手段、入浴者の血圧を検出する血圧検出手段、及び入浴者
の心電図を検出する心電図検出手段の少なくとも１つ以上を備え、
　前記制御部は、前記心拍数検出手段、前記人体検出手段、前記血圧検出手段、前記心電
図検出手段の少なくとも１つ以上で検出された情報による入浴者の入浴状態に基づき、前
記移動手段を作動させる請求項１から請求項４までのいずれか１項に記載の排水システム
。
【請求項６】
　浴室に設けられると共に、音声を出力する報知手段が配置されたリモートコントローラ
を備え、
　前記制御部は、前記移動手段を作動させる前に、前記浴槽内の湯水が排水されることを
前記報知手段から報知する請求項１から請求項５までのいずれか１項に記載の排水システ
ム。
【請求項７】
　請求項１から請求項６までのいずれか１項に記載の排水システムと、
　前記排水システムに設けられ、湯水が溜められる浴槽と、
　を有する浴室システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、排水システム及び浴室システムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１には、入浴者の心拍数から入浴者の状態を把握し、それに基づいて入浴
者の浴槽内における動きがないと検出され、かつ計測された心拍数に異常があったときに
、浴槽の底面に配設された自動排水栓から浴槽内の湯水を排出させる浴室システムが開示
されている。なお、浴槽の底面に配設された自動排水栓を備え、警報時に自動排水栓を開
くシステムとして、特許文献２に記載されたものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２７５３４７号公報
【特許文献２】特開２００３－１２３１６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１に記載の浴室システムでは、例えば、自動排水栓を後付で施工する場合
、浴槽内に設けられるポップアップ排水栓を用いることとなり、適用できる浴槽が制限さ
れる。
【０００５】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、自動排水栓以外の通常の排水栓が
設けられている浴槽でも、異常の際に浴槽内の湯水を排水することができる排水システム
及び浴室システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明に係る排水システムは、浴槽の底部に形成され、前記浴槽内の湯
水を排水する排水口と、前記排水口を塞ぐと共に、前記浴槽の上部側から長尺状の接続部
材で繋がれたゴム製の排水栓と、前記浴槽に設けられ、前記排水口を塞ぐ位置から前記排
水口を開放する位置に前記排水栓を移動させる移動手段と、前記浴槽内の入浴者が異常と
なり得る所定の入浴状態を検出する入浴状態検出手段と、前記入浴状態検出手段により前
記所定の入浴状態が検出されたときに、前記移動手段を作動させ、前記排水口を開放する
位置に前記排水栓を移動させる制御部と、を有する。
【０００７】
　請求項１に記載の発明によれば、浴槽の底部に形成された排水口には、排水口を塞ぐゴ
ム製の排水栓が設けられており、排水栓は、浴槽の上部側から長尺状の接続部材で繋がれ
ている。浴槽には、排水口を塞ぐ位置から排水口を開放する位置に排水栓を移動させる移
動手段が設けられている。制御部は、入浴状態検出手段により浴槽内の入浴者が異常とな
り得る所定の入浴状態が検出されたときに、移動手段を作動させることで、排水口を塞ぐ
位置から排水口を開放する位置に排水栓を移動させる。これにより、排水口から浴槽内の
湯水が排水される。このため、浴槽内で入浴者が、例えば意識を失った場合などに、入浴
者が浴槽内で溺れてしまうことを未然に防止することができる。また、自動排水栓以外の
通常の排水栓が設けられている浴槽でも、異常の際に浴槽内の湯水を排水することができ
る。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の排水システムにおいて、前記移動手段は、
前記浴槽の上部に設けられ、前記接続部材を引っ張り、前記排水口を塞ぐ位置から前記排
水口を開放する位置に前記排水栓を移動させるレバーと、前記接続部材を引っ張る方向に
前記レバーを移動させる駆動部と、を有する。
【０００９】
　請求項２に記載の発明によれば、移動手段は、浴槽の上部側に、接続部材を引っ張るレ
バーを備えている。そして、駆動部で接続部材を引っ張る方向にレバーを移動させること
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で、排水口を塞ぐ位置から排水口を開放する位置に排水栓を移動させる。このため、排水
栓に元々繋がれている接続部材を利用して浴槽内の湯水を排水することができる。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の排水システムにおいて、前記移動手段は、
前記浴槽の上部側に設けられ、前記接続部材が巻き取られる巻取部と、前記巻取部を巻き
取り方向に回転させる駆動部と、を有する。
【００１１】
　請求項３に記載の発明によれば、移動手段は、浴槽の上部側に、接続部材が巻き取られ
る巻取部を備えている。そして、駆動部で巻取部を巻き取り方向に回転させることで、接
続部材が巻取部に巻き取られ、接続部材に繋がれた排水栓が、排水口を塞ぐ位置から排水
口を開放する位置に移動する。このため、排水栓に元々繋がれている接続部材を利用して
浴槽内の湯水を排水することができる。また、巻取部で接続部材を巻き取るので、レバー
等と比べて、少ないトルクで接続部材に力を掛けやすい。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、請求項１に記載の排水システムにおいて、前記移動手段は、
前記浴槽の前記排水口よりも上下方向下側に設けられ、上下方向上側に移動して前記排水
栓を前記排水口から押し上げるロッドと、前記ロッドを上下方向上側に移動させる駆動部
と、を有する。
【００１３】
　請求項４に記載の発明によれば、移動手段は、浴槽の排水口よりも上下方向下側に、ロ
ッドを備えている。そして、駆動部でロッドを上下方向上側に移動させることで、ロッド
により排水栓を排水口から押し上げ、排水口を開放する。ロッドは、浴槽の排水口よりも
上下方向下側に設けられているため、浴槽の意匠性を損なうことない。また、ロッドを設
けることで、接続部材の強度によらずに、強い力で排水栓を強制的に押し上げることがで
きる。
【００１４】
　請求項５に記載の発明は、請求項１から請求項４までのいずれか１項に記載の排水シス
テムにおいて、前記入浴状態検出手段は、前記浴槽内の入浴者の心拍数を検出する心拍数
検出手段、入浴者の位置を検出する人体検出手段、入浴者の血圧を検出する血圧検出手段
、及び入浴者の心電図を検出する心電図検出手段の少なくとも１つ以上を備え、前記制御
部は、前記心拍数検出手段、前記人体検出手段、前記血圧検出手段、前記心電図検出手段
の少なくとも１つ以上で検出された情報による入浴者の入浴状態に基づき、前記移動手段
を作動させる。
【００１５】
　請求項５に記載の発明によれば、浴槽内の入浴者の心拍数を検出する心拍数検出手段、
入浴者の位置を検出する人体検出手段、入浴者の血圧を検出する血圧検出手段、及び入浴
者の心電図を検出する心電図検出手段の少なくとも１つ以上を備えている。制御部は、心
拍数検出手段、人体検出手段、血圧検出手段、心電図検出手段の少なくとも１つ以上で検
出された情報による入浴者の入浴状態に基づき、移動手段を作動させ、排水口を塞ぐ位置
から排水口を開放する位置に排水栓を移動させる。これにより、例えば、入浴者の心拍数
や血圧が許容値よりも高い場合、入浴者が動かない場合などに、浴槽内の湯水を排水口か
ら排水することができる。
【００１６】
　請求項６に記載の発明は、請求項１から請求項５までのいずれか１項に記載の排水シス
テムにおいて、浴室に設けられると共に、音声を出力する報知手段が配置されたリモート
コントローラを備え、前記制御部は、前記移動手段を作動させる前に、前記浴槽内の湯水
が排水されることを前記報知手段から報知する。
【００１７】
　請求項６に記載の発明によれば、浴室に報知手段が配置されたリモートコントローラを
備えており、制御部は、移動手段を作動させる前に、浴槽内の湯水が排水されることを音
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声で報知手段から入浴者に報知する。このため、入浴者に事前に知らせることなく、いき
なり浴槽内の湯水が排水されることが回避される。
【００１８】
　請求項７に記載の発明に係る浴室システムは、請求項１から請求項６までのいずれか１
項に記載の排水システムと、前記排水システムに設けられ、湯水が溜められる浴槽と、を
有する。
【００１９】
　請求項７に記載の発明によれば、請求項１から請求項６までのいずれか１項に記載の排
水システムを備えているので、移動手段を作動させ、排水口を塞ぐ位置から排水口を開放
する位置に排水栓を移動させることで、浴槽内の湯水を排水することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、自動排水栓以外の通常の排水栓が設けられている浴槽でも、異常の際
に浴槽内の湯水を排水することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第１実施形態に係る排水システムを備えた浴室システムを示す概略構成
図である。
【図２】図１に示す排水システムを備えた浴室システムの動作を制御するための制御系の
ブロック図である。
【図３】図１に示す浴室システムにおいて、異常となり得る所定の入浴状態が検出された
ときに、排水口から排水栓が引き抜かれた状態を示す概略構成図である。
【図４】本発明の第２実施形態に係る排水システムを備えた浴室システムを示す概略構成
図である。
【図５】図４に示す排水システムを備えた浴室システムの動作を制御するための制御系の
ブロック図である。
【図６】図４に示す浴室システムにおいて、異常となり得る所定の入浴状態が検出された
ときに、排水口から排水栓が引き抜かれた状態を示す概略構成図である。
【図７】本発明の第３実施形態に係る排水システムを備えた浴室システムを示す概略構成
図である。
【図８】図７に示す浴室システムにおいて、異常となり得る所定の入浴状態が検出された
ときに、排水口から排水栓が押し上げられた状態を示す概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００２３】
〔第１実施形態〕
　図１～図３を用いて、本発明の第１実施形態である排水システムについて説明する。
【００２４】
　図１には、本発明の第１実施形態である排水システム１２を備えた浴室システム１０が
概略構成図にて示されている。図１に示されるように、浴室システム１０は、浴室１４に
、湯水が溜められる浴槽１８を備えている。浴槽１８は、底部１９と、底部１９の周囲を
囲むように立ち上げられた側部２０と、を備えている。本実施形態では、底部１９と側部
２０とが一体的に成形されているが、この構成に代えて、側部２０にエプロンが着脱可能
に取り付けられている構成でもよい。
【００２５】
　浴槽１８の底部１９には、排水口２２が設けられており、この排水口２２を塞ぐゴム製
の排水栓２４が設けられている。排水栓２４は、キャップ状とされており、排水口２２に
挿入される軸部２４Ａと、軸部２４Ａの一端に形成された頭部２４Ｂと、を備えている。
排水栓２４は、押しボタン等により開閉される自動排水栓ではなく、通常の排水栓である
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。排水口２２の頭部２４Ｂには、浴槽１８の上部１８Ａ側（本実施形態では、浴槽１８の
側部２０の上部側）から延びる鎖２６の長手方向の一端部が繋がれている。鎖２６は、長
尺状の接続部材の一例である。
【００２６】
　浴槽１８の側部２０の上部側には、排水口２２を塞ぐ位置から排水口２２を開放する位
置に排水栓２４を移動させる移動手段としての移動装置３０が設けられている。移動装置
３０は、浴槽１８の側部２０の内側面を構成する側壁２０Ａ（浴槽１８内に配置される側
壁２０Ａ）を貫通すると共に、略上下方向に移動可能（揺動可能）に支持されたレバー３
２を備えている。レバー３２の先端部３２Ａは、浴槽１８の内側に露出している。レバー
３２の先端部３２Ａには、鎖２６の長手方向の他端部（排水栓２４と反対側）が繋がれて
いる。
【００２７】
　図１に示す通常の湯張り状態では、レバー３２の先端部３２Ａは、上下方向下側、すな
わち、レバー３２の先端部３２Ａが排水口２２に近くなる位置に移動している。この状態
で、鎖２６の長さは、レバー３２の先端部３２Ａと排水口２２を塞ぐ排水栓２４との間で
、僅かに弛みを生じる長さに設定されている。排水栓２４が排水口２２を塞ぐことで、浴
槽１８に湯水を溜めることが可能となる。
【００２８】
　また、移動装置３０は、鎖２６を引っ張る方向（図３中の矢印Ａ方向）にレバー３２を
移動させる駆動部としてのアクチュエータ３４を備えている。アクチュエータ３４は、浴
槽１８の側部２０の内部に配置された支持部材（図示省略）に支持されている。アクチュ
エータ３４には、レバー３２の一端部（先端部３２Ａと反対側の端部）に設けられた軸部
３２Ｂを中心に、レバー３２の先端部３２Ａが略上下方向に移動可能（揺動可能）に支持
されている。言い換えると、アクチュエータ３４は、レバー３２の先端部３２Ａを排水口
２２に近くなる位置（図１参照）と、排水口２２から遠くなる位置（図３参照）と、に移
動させる構成とされている。
【００２９】
　移動装置３０は、後述する異常状態が検出されたときに、アクチュエータ３４の作動に
よりレバー３２の先端部３２Ａを排水口２２から遠くなる位置（図３参照）に移動させる
。図３に示されるように、レバー３２の先端部３２Ａが排水口２２から遠くなる位置に移
動すると、レバー３２が矢印Ａ方向に鎖２６を引っ張り、排水口２２を塞ぐ位置から排水
口２２を開放する位置に排水栓２４を移動させる。これにより、浴槽１８内の湯水が排水
口２２から排水されるようになっている。
【００３０】
　浴室システム１０には、図示を省略するが、湯水を生成する熱源機と、熱源機と浴槽１
８とに接続されると共に湯水が流れる配管と、配管から浴槽１８の側部２０に接続されて
浴槽１８内に湯水を吐出する吐出口と、を備えている。これにより、浴槽１８内に湯水が
溜められるようになっている。なお、本実施形態では、浴槽１８内に湯水を供給する方式
については、特に制限されず、様々な方式が適用可能である。
【００３１】
　本実施形態の排水システム１２を備えた浴室システム１０は、リモートコントローラ４
０（以下、リモコン４０と略称する）と、制御ユニット５４と、を備えている。リモコン
４０は、浴室１４の側壁３８に設けられている。制御ユニット５４は、一例として、浴室
１４の外部の熱源機（図示省略）の内部に設けられている。リモコン４０と制御ユニット
５４とはケーブルによって接続されている。
【００３２】
　図２には、リモコン４０及び制御ユニット５４がブロック図にて示されている。図２に
示されるように、リモコン４０は、浴室システム１０の運転状況等を表示する表示部４２
と、浴室システム１０の所定の運転等を選択する複数のボタン（図３参照）を有する操作
部４４と、を備えている。また、リモコン４０は、表示部４２及び操作部４４とそれぞれ
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電気的に接続されると共にリモコン４０を制御する制御部４６と、制御部４６に電気的に
接続されると共に制御ユニット５４との通信を行う通信部４８と、を備えている。また、
リモコン４０は、制御部４６と電気的に接続されると共に運転状況等の情報を音声として
出力する報知手段としてのスピーカ５０を備えている。さらに、リモコン４０は、制御部
４６と電気的に接続されると共に入浴者の生体情報を検出する生体情報センサ５２を備え
ている。
【００３３】
　生体情報センサ５２としては、例えば、浴室１４（図１参照）内にいる者（入浴してい
るとは限らない）の位置を検出する人体検出手段としての人感センサ、入浴者の心拍数を
検出する心拍数検出手段としての心拍数センサ、入浴者の血圧を検出する血圧検出手段と
しての血圧センサ、入浴者の心電図を検出する心電図検出手段としての心電図センサ等の
少なくとも１つ以上が設けられている。そして、排水システム１２では、人感センサ、心
拍数センサ、血圧センサ、心電図センサ等の少なくとも１つ以上で検出された生体情報に
よる入浴者の入浴状態に基づき、移動装置３０を作動させる構成とされている。本実施形
態では、生体情報センサ５２として、人感センサ、心拍数センサ、血圧センサ、及び心電
図センサが設けられている。心拍数センサは、入浴者と非接触の状態で入浴者の心拍数を
検出する構成とされている。また、血圧センサも同様に、入浴者と非接触の状態で入浴者
の血圧を検出する構成とされている。また、心電図センサも同様に、入浴者と非接触の状
態で入浴者の心電図を検出する構成とされている。
【００３４】
　生体情報センサ５２としての人感センサで検出された浴室１４内にいる者の位置情報は
、制御部４６に伝達される。また、生体情報センサ５２としての心拍数センサで検出され
た入浴者の心拍数の情報は、制御部４６に伝達される。また、生体情報センサ５２として
の血圧センサで検出された入浴者の血圧の情報は、制御部４６に伝達される。さらに、生
体情報センサ５２としての心電図センサで検出された入浴者の心電図の情報は、制御部４
６に伝達される。制御部４６では、人感センサから出力された位置検出信号が処理される
ことで、浴室１４内にいる者の位置が特定される。また、制御部４６では、心拍数センサ
から出力された心拍数検出信号が処理されることで、入浴者の心拍数が計測される。同様
に、制御部４６では、血圧センサから出力された血圧検出信号が処理されることで、入浴
者の血圧が計測される。同様に、制御部４６では、心電図センサから出力された心電図検
出信号が処理されることで、入浴者の心電図が計測される。制御部４６は、入浴者の位置
情報、入浴者の心拍数の情報、入浴者の血圧の情報、及び入浴者の心電図の情報に対応す
る信号をそれぞれ通信部４８から制御ユニット５４に出力する。また、制御部４６は、操
作部４４で各ボタン等の操作が行われたときに、各ボタン等の操作に対応する信号を通信
部４８から制御ユニット５４に出力する。
【００３５】
　制御ユニット５４は、熱源機（図示省略）の構成機器を動作させる燃焼ユニット５６と
、燃焼ユニット５６と電気的に接続されると共に浴室システム１０の全体を制御する制御
部５８と、制御部５８と電気的に接続されると共にリモコン４０等との通信を行う通信部
６０と、を備えている。制御ユニット５４の通信部６０とリモコン４０の通信部４８とは
電気的に接続されている。また、制御ユニット５４は、時間を計測するタイマ６２を備え
ており、タイマ６２は、制御部５８に電気的に接続されている。タイマ６２は、例えば、
入浴時間などを計測する。また、通信部６０は、アクチュエータ３４と電気的に接続され
ている。制御部５８は、通信部６０を介して信号を送信することで、アクチュエータ３４
の作動を制御する。
【００３６】
　制御部５８は、各運転を行うためのプログラムなどを記憶したＲＯＭ（読み出し専用メ
モリ）、リモコン４０や各センサ等から出力された信号に基づくデータを一時的に記憶す
るＲＡＭ（書き換え可能メモリ）、及び、各プログラムを実行するＣＰＵ（中央演算素子
）等を有している。
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【００３７】
　リモコン４０から出力された浴室１４内にいる者の位置情報、入浴者の心拍数の情報、
入浴者の血圧の情報、及び入浴者の心電図の情報に対応する信号は、それぞれ制御ユニッ
ト５４の制御部５８に入力されるようになっている。
【００３８】
　生体情報センサ５２は、浴槽１８内の入浴者が異常となり得る所定の入浴状態を検出す
る入浴状態検出手段として機能している。例えば、制御部５８は、生体情報センサ５２と
しての人感センサで検出された浴槽１８内の入浴者の位置情報に基づき、入浴者の動きが
一定時間以上無いことが検出されたときに、浴槽１８内の入浴者が異常となり得る所定の
入浴状態と判定する。又は、制御部５８は、生体情報センサ５２としての心拍数センサに
よって検出された入浴者の心拍数が、所定の心拍数の一例としての第１の閾値以上となっ
たときに、浴槽１８内の入浴者が異常となり得る所定の入浴状態と判定する。又は、生体
情報センサ５２としての血圧センサによって検出された入浴者の血圧が、所定の血圧の一
例としての第２の閾値以上となったときに、浴槽１８内の入浴者が異常となり得る所定の
入浴状態と判定する。又は、生体情報センサ５２としての心電図センサによって検出され
た入浴者の心電図から読み取れる情報が、ある一定の条件を満たした場合に、浴槽１８内
の入浴者が異常となり得る所定の入浴状態と判定する。制御部５８は、所定の入浴状態と
判定されたときに、移動装置３０を作動させ、アクチュエータ３４によりレバー３２の先
端部３２Ａを排水口２２から遠くなる位置（図３参照）に移動させる。これにより、レバ
ー３２が鎖２６を矢印Ａ方向に引っ張り、排水口２２を塞ぐ位置から排水口２２を開放す
る位置に排水栓２４を移動させるようになっている。
【００３９】
　本実施形態では、入浴者の心拍数の絶対値が、第１の閾値以上となったときに、移動装
置３０を作動させるが、入浴者の心拍数の変化分（上昇分）が、所定の心拍数の変化値（
上昇値）以上となったときに、移動装置３０を作動させるようにしてもよい。同様に、本
実施形態では、入浴者の血圧の絶対値が、第２の閾値以上となったときに、移動装置３０
を作動させるが、入浴者の血圧の変化分（上昇分）が、所定の血圧の変化値（上昇値）以
上となったときに、移動装置３０を作動させるようにしてもよい。
【００４０】
　制御部５８は、アクチュエータ３４を作動させてレバー３２の先端部３２Ａを排水口２
２から遠くなる位置（図３参照）に移動させた後、所定の条件を満たした場合に、アクチ
ュエータ３４を作動させてレバー３２の先端部３２Ａを元の位置（図１参照）に戻す。本
実施形態では、制御部５８は、（１）アクチュエータ３４を作動してから所定時間（例え
ば、１２時間）を経過したとき、（２）リモコン４０の運転スイッチ（図示省略）のＯＦ
Ｆ状態とＯＮ状態の両方の操作が行われたとき、（３）自動湯張りを行うためにリモコン
４０の風呂自動ボタン（図示省略）が押されたとき、のいずれか１つの条件を満たしたと
きに、アクチュエータ３４を作動させてレバー３２の先端部３２Ａを元の位置（図１参照
）に戻す。
【００４１】
　次に、本実施形態の作用及び効果について説明する。
【００４２】
＜通常の入浴時＞
　図１に示されるように、浴槽１８に湯水が張られるときは、レバー３２の先端部３２Ａ
は排水口２２に近くなる位置に移動している。さらに、排水栓２４によって排水口２２が
塞がれた状態で、例えば、リモコン４０の風呂自動ボタン（図示省略）が押されることで
、浴槽１８内に湯水が溜められる。
【００４３】
＜異常検出時＞
　制御部５８は、生体情報センサ５２（図２等参照）によって検出された生体情報に基づ
き、所定の条件下で異常検出と判定したとき、排水モードとなる。例えば、制御部５８は
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、生体情報センサ５２としての人感センサで検出された浴槽１８内の入浴者の位置情報に
基づき、入浴者の動きが一定時間以上無いことが検出されたとき、生体情報センサ５２と
しての心拍数センサによって検出された入浴者の心拍数が、所定の心拍数の一例としての
第１の閾値以上となったとき、生体情報センサ５２としての血圧センサによって検出され
た入浴者の血圧が、所定の血圧の一例としての第２の閾値以上となったとき、又は、生体
情報センサ５２としての心電図センサによって検出された入浴者の心電図から読み取れる
情報が、ある一定の条件を満たしたときに、異常検出と判定する。これにより、排水モー
ドとなり、図３に示されるように、制御部５８は、移動装置３０を作動させ、アクチュエ
ータ３４によりレバー３２の先端部３２Ａを排水口２２から遠くなる位置に移動させる。
これにより、レバー３２が鎖２６を矢印Ａ方向に引っ張り、排水口２２を塞ぐ位置から排
水口２２を開放する位置に排水栓２４を移動させる。排水口２２が開放されることで、浴
槽１８内の湯水が排水口２２から排水される。
【００４４】
　このような排水システム１２では、制御部５８は、生体情報センサ５２により浴槽１８
内の入浴者が異常となり得る所定の入浴状態が検出されたときに、移動装置３０を作動さ
せることで、排水口２２を塞ぐ位置から排水口２２を開放する位置に排水栓２４を移動さ
せる。これにより、排水口２２から浴槽１８内の湯水が排水される。このため、浴槽１８
内で入浴者が、例えば意識を失ったときなどに、入浴者が浴槽１８内で溺れてしまうこと
を未然に防止することができる。また、自動排水栓以外の通常の排水栓２４が設けられて
いる浴槽でも、異常の際に浴槽１８内の湯水を排水することができる。
【００４５】
　また、排水システム１２では、移動装置３０は、浴槽１８の上部１８Ａ側（本実施形態
では、側部２０の上部側）に、鎖２６に繋がれたレバー３２を備えている。そして、アク
チュエータ３４で鎖２６を引っ張る方向にレバー３２を移動させることで、排水口２２を
塞ぐ位置から排水口２２を開放する位置に排水栓２４を移動させる。このため、排水栓２
４に元々繋がれている鎖２６を利用して浴槽１８内の湯水を排水することができる。
【００４６】
　さらに、排水システム１２では、生体情報センサ５２は、浴槽１８内の入浴者の心拍数
を検出する心拍数センサ、入浴者の位置を検出する人感センサ、入浴者の血圧を検出する
血圧センサ、及び入浴者の心電図を検出する心電図センサの少なくとも１つ以上を備えて
いる。制御部５８は、心拍数センサ、人感センサ、血圧センサ、心電図センサの少なくと
も１つ以上で検出された情報による入浴者の入浴状態に基づき、移動装置３０を作動させ
る。これにより、例えば、入浴者の心拍数や血圧が許容値よりも高い場合、入浴者が動か
ない場合などに、浴槽１８内の湯水を排水口２２から排水することができる。
【００４７】
　なお、排水システム１２には、浴室１４に、音声を出力するスピーカ５０が配置された
リモコン４０が設けられており、制御部５８は、移動装置３０を作動させる前に、浴槽１
８内の湯水が排水されることをスピーカ５０から入浴者に報知するようにしてもよい。こ
れにより、入浴者に事前に知らせることなく、いきなり浴槽１８内の湯水が排水されるこ
とが回避される。
【００４８】
〔第２実施形態〕
　次に、図４～図６を用いて、本発明の第２実施形態の排水システム１０２を備えた浴室
システム１００について説明する。なお、前述した第１実施形態と同一構成部分について
は、同一番号を付してその説明を省略する。
【００４９】
　図４に示されるように、本実施形態の排水システム１０２では、第１実施形態の排水シ
ステム１２の移動装置３０（図１参照）に代えて、排水口２２を塞ぐ位置から排水口２２
を開放する位置に排水栓２４を移動させる移動手段としての移動装置１０６が設けられて
いる。また、排水口２２の頭部２４Ｂは、浴槽１８の上部１８Ａ側（本実施形態では、側
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部２０の上部側）から延びる接続部材としての鎖１０４の長手方向の一端部に繋がれてい
る。
【００５０】
　移動装置１０６は、浴槽１８の側部２０の上部側に設けられている。移動装置１０６は
、浴槽１８の側部２０の内側壁を構成する側壁２０Ａ（浴槽１８内に配置される側壁２０
Ａ）を貫通すると共に、回転可能に支持された巻取部としての巻取車１０８を備えている
。より具体的には、巻取車１０８は、軸から側部２０側に延びた回転軸１１０を備えてお
り、回転軸１１０が側壁２０Ａを貫通している。巻取車１０８は、矢印Ｂに示す巻き取り
方向（図６参照）への回転により、鎖１０４を巻き取る構成とされている。
【００５１】
　さらに、移動装置１０６は、巻取車１０８を回転させる駆動部としてのモータ１１２を
備えている。モータ１１２は、浴槽１８の側部２０の内部に配置された支持部材（図示省
略）に支持されている。なお、この構成に代えて、モータ１１２を側部２０の上部側の外
壁部２０Ｂに固定してもよい。モータ１１２は、巻取車１０８の回転軸１１０と接続され
ている。図５に示されるように、制御部５８は、通信部６０を介してモータ１１２と電気
的に接続されている。制御部５８は、モータ１１２の作動を制御する。
【００５２】
　図６に示されるように、移動装置１０６は、モータ１１２を回転させて巻取車１０８を
矢印Ｂに示す巻き取り方向に回転させることで、鎖１０４が巻取車１０８に巻き取られ、
排水口２２を塞ぐ位置から排水口２２を開放する位置に排水栓２４が移動するようになっ
ている。
【００５３】
　排水システム１０２では、図４に示されるように、通常の入浴時には、巻取車１０８か
ら鎖１０４が引き出され、排水口２２が排水栓２４で塞がれている。制御部５８は、生体
情報センサ５２（図５参照）により浴槽１８内の入浴者が異常となり得る所定の入浴状態
が検出されたとき（異常検出と判定されたとき）に、移動装置１０６を作動させる。すな
わち、図６に示されるように、制御部５８は、モータ１１２を回転されて巻取車１０８を
矢印Ｂ方向に回転させる。これにより、鎖１０４が巻取車１０８に巻き取られ、鎖１０４
に繋がれた排水栓２４が、排水口２２を塞ぐ位置から排水口２２を開放する位置に移動す
る。これによって、浴槽１８内の湯水が排水口２２から排水される。このため、浴槽１８
内で入浴者が、例えば意識を失ったときなどに、入浴者が浴槽１８内で溺れてしまうこと
を未然に防止することができる。また、自動排水栓以外の通常の排水栓２４が設けられて
いる浴槽でも、異常の際に浴槽１８内の湯水を排水することができる。
【００５４】
　また、排水システム１０２では、排水栓２４に元々繋がれている鎖１０４を利用して浴
槽１８内の湯水を排水することができる。さらに、巻取車１０８の回転により鎖１０４を
巻き取るので、第１実施形態のレバー３２（図１参照）等と比べて、少ないトルクで鎖１
０４に力を掛けやすい。
【００５５】
　なお、第２実施形態の排水システム１０２では、巻取車１０８が浴槽１８内に露出して
いるが、本発明は、この構成に限定するものではない。例えば、排水システムは、移動装
置としての巻取車やモータを側部２０の側壁２０Ａの内部に配置し、側壁２０Ａに形成さ
れた孔部に鎖を挿通させ、巻取車の回転により鎖を巻き取る構成としてもよい。この排水
システムでは、移動装置としての巻取車やモータが、側部２０の内部に隠れており、鎖だ
けが側壁２０Ａの孔部から浴槽１８内に出ているので、浴槽１８の意匠性を向上させるこ
とができる。
【００５６】
〔第３実施形態〕
　次に、図７及び図８を用いて、本発明の第３実施形態の排水システム１３２を備えた浴
室システム１３０について説明する。なお、前述した第１及び第２実施形態と同一構成部
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分については、同一番号を付してその説明を省略する。
【００５７】
　図７に示されるように、本実施形態の排水システム１３２では、第１実施形態の排水シ
ステム１２の移動装置３０（図１参照）に代えて、排水口２２を塞ぐ位置から排水口２２
を開放する位置に排水栓２４を移動させる移動手段としての移動装置１３６が設けられて
いる。また、浴槽１８の上部１８Ａ側（本実施形態では、側壁２０Ａの上部側）には、接
続部材としての鎖１３４の長手方向の一端部が取り付けられており、鎖１３４の長手方向
の他端部に排水口２２の頭部２４Ｂが繋がれている。
【００５８】
　移動装置１３６は、浴槽１８の底部１９の排水口２２よりも上下方向下側に配設されて
いる。より具体的には、移動装置１３６は、浴槽１８の排水口２２よりも上下方向下側で
支持部１４２によって支持された駆動部としてのモータ１３８と、モータ１３８の回転に
より上下方向に移動するロッド１４０と、を備えている。ロッド１４０は、例えば、モー
タ１３８の正回転により上下方向上側に移動し、排水栓２４を排水口２２から押し上げる
構成とされている（図８参照）。また、支持部１４２は、一例として、浴槽１８が設置さ
れる設置面１４４に固定されている。制御部５８（図５参照）は、モータ１３８の作動を
制御する。
【００５９】
　排水システム１３２では、図７に示されるように、通常の入浴時には、ロッド１４０は
、排水栓２４が排水口２２を塞ぐ位置よりも上下方向下側に移動している。この状態で、
排水栓２４が排水口２２を塞ぐことで、浴槽１８内に湯水が溜められている。制御部５８
（図５参照）は、生体情報センサ５２（図５参照）により浴槽１８内の入浴者が異常とな
り得る所定の入浴状態が検出されたとき（異常検出と判定されたとき）に、移動装置１３
６を作動させる。すなわち、図８に示されるように、制御部５８は、モータ１３８を回転
させてロッド１４０を矢印Ｃに示す上下方向上側に移動させる。これにより、ロッド１４
０に押されて排水栓２４が排水口２２から押し上げられ、排水口２２が開放される（排水
栓２４が排水口２２から外れる）。これによって、浴槽１８内の湯水が排水口２２から排
水される。このため、浴槽１８内で入浴者が、例えば意識を失ったときなどに、入浴者が
浴槽１８内で溺れてしまうことを未然に防止することができる。また、自動排水栓以外の
通常の排水栓２４が設けられている浴槽でも、異常の際に浴槽１８内の湯水を排水するこ
とができる。
【００６０】
　なお、ロッド１４０は、第１実施形態の排水システム１２（図１参照）と同様に、所定
の条件を満たした時に、モータ１３８の逆回転により元の位置（図７参照）に戻される。
【００６１】
　上記の排水システム１３２では、ロッド１４０は、浴槽１８の排水口２２よりも上下方
向下側に設けられているため、浴槽１８の意匠性を損なうことない。また、モータ１３８
の回転によりロッド１４０を上下方向上側に移動させるので、鎖１３４の強度によらずに
、強い力で排水栓２４を排水口２２から強制的に押し上げることができる。
【００６２】
　なお、第１～第３実施形態では、リモコン４０に生体情報センサ５２が１個設けられて
いるが、本発明は、この構成に限定されるものではない。例えば、生体情報センサは、浴
室の天井や、浴槽内など、他の位置に何個設置してもよい。また、第１～第３実施形態で
は、生体情報センサ５２は、入浴者と非接触で検出する方式であったが、本発明は、この
構成に限定されるものではなく、浴槽内に、入浴者と接触させて検出する接触型のセンサ
を設けてもよい。また、例えば、人感センサ、心拍数センサ、血圧センサ、心電図センサ
のうちの一部（例えば心電図センサ）を接触型のセンサとし、他のセンサを非接触のセン
サとしてもよい。
【００６３】
　また、第１実施形態では、レバー３２をアクチュエータ３４によって移動させたが、本
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ーを移動させる構成でもよい。また、第３実施形態では、ロッド１４０をモータ１３８に
より上下方向に移動させたが、本発明はこの構成に代えて、シリンダやソレノイドなどの
他の部材によりロッドを上下方向に移動させる構成でもよい。
【００６４】
　また、第１～第３実施形態の排水システム１２、１０２、１３２では、人感センサ、心
拍数センサ、血圧センサ、心電図センサのいずれか１つの検出情報の条件を満たしたとき
に、移動装置３０、１０６、１３６を作動させ、浴槽１８内の湯水を排水したが、本発明
は、これに限定するものではない。例えば、人感センサ、心拍数センサ、血圧センサ、心
電図センサのいずれか２つ以上の検出情報の条件を満たしたときに、移動装置を作動させ
、浴槽１８内の湯水を排水する構成としてもよい。
【００６５】
　また、第１～第３実施形態の排水システム１２、１０２、１３２では、排水栓２４が浴
槽１８の上部側に鎖２６、１０４、１３４で繋がれていたが、本発明はこれに限定されず
、鎖以外のケーブルや紐部材などの接続部材で排水栓２４が接続される構成でもよい。
【００６６】
 　また、第２及び第３実施形態の排水システム１０２、１３２でも、第１実施形態の排
水システム１２と同様に、制御部５８は、移動装置１０６、１３６を作動させる前に、浴
槽１８内の湯水が排水されることをスピーカ５０から入浴者に報知するようにしてもよい
。
【００６７】
　また、第１～第３実施形態の排水システムでは、制御部５８は、生体情報センサ５２で
検出された情報に基づいて、異常となり得る所定の入浴状態と判定したが、本発明はこの
構成に限定されるものではない。例えば、制御部は、外部からのなんらかの信号を受けて
、異常となり得る所定の入浴状態と判定しても構わない。
【００６８】
　なお、実施形態を挙げて本発明の実施の形態を説明したが、これらの実施形態は一例で
あり、要旨を逸脱しない範囲内で種々変更して実施できる。また、本発明の権利範囲がこ
れらの実施形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々なる態様で実
施し得ることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００６９】
１０…浴室システム、１２…排水システム、１４…浴室、１８…浴槽、１８Ａ…上部、１
９…底部、２２…排水口、２４…排水栓、２６…鎖（接続部材）、３０…  移動装置（移
動手段）、３２… レバー、３４…アクチュエータ（駆動部）、４０…リモコン（リモー
トコントローラ）、５０…スピーカ（報知手段）、５２…生体情報センサ（心拍数検出手
段、人体検出手段、血圧検出手段、心電図検出手段、入浴状態検出手段）、５４…制御ユ
ニット（制御部）、５８…制御部、１００…浴室システム、１０２…排水システム、１０
４…鎖（接続部材）、１０６…移動装置（移動手段）、１０８…巻取車（巻取部）、１１
２…モータ（駆動部）、１３０…浴室システム、１３２…排水システム、１３４…鎖（接
続部材）、１３６…移動装置（移動手段）、１３８…モータ（駆動部）、１４０…ロッド
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